
豊田市公的病院運営費補助金交付要綱 
 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、豊田市補助金等交付規則（昭和４５年規則第３４号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、市内にある公的病院の運営に対する補助金の交
付に関し、必要な事項を定めるものとする｡ 
（定義） 

第２条 この要綱において「公的病院」とは、医療法第３１条に規定する公的医療機
関の開設者（昭和２６年８月２２日厚生 省告示第１６ ７号）第５号に掲げ る者が開
設する医療機関をいう｡ 
（補助金の交付目的） 

第３条 この補助金は、市内にある公的病院の運営に要する費用の一部を補助するこ
とにより、市内における医療体制を強化 し、もって市民の健康の増進と福祉の向上
を図ることを目的とする｡ 
（補助事業者） 

第４ 条 補助 金の交 付対象者 （以下 「補 助 事業者 」という 。） は、市 内におい て公 的
病院を開設している者とする。 
（補助対象経費） 

第５ 条 補助 金の交 付対象と なる経 費（ 以 下「補 助対象経 費 」と いう。）は 、愛知 県
厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院の運営に要す る経費のうち、別表 に掲げる
経費とする｡ 
（補助金額等） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の合計額とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、補助金の額は別表に掲げる額を限度とする。 
３ 補助金の額の算定に当たっては、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てるものとする。 
（交付申請の期日）  

第７条 規則第４条に定める交付申請は、毎年度７月３１日までに行わなければなら
ない。 
（実績報告） 

第８条 補助事業者は、補助事業期間（４月１日から翌年３月３１日までの期間をい
う。以下同じ。）が満了したときは、当該補助事業期間の翌年度の４月１０日までに、
規則第１０条に定める実績報告書を市⾧に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、規則第１０条の収支決算書に代えて、補助事業期間の３月
３１日現在の損益計算書及び受診実績報告書を添付するものとする。 
（補助金の交付） 

第９条 補助金は、補助事業期間の満了後に交付するものとする｡ 
２ 市⾧において特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助事



業期間の満了の前に補助金の全部又は一部を概算払することができる｡ 
３ 補助事業期間の満了時において、補助対象経費の実績額が補助金の交付決定額に

満たなかったときは、当該実績額を補助金額とする。 
（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市⾧が別に定める｡ 
 
 

附 則 
 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



別表（第５条及び第６条関係） 
 

補 助 対 象 経 費 及 び 限 度 額 

区 分 補 助 対 象 経 費 限 度 額 

人 件 費 １  小 児 救 急 医 療 に 従 事 す る医 師 の 救 急 に関
す る 手 当 （ 宿 日 直 手 当 、 時 間 外 手 当 、 呼 出
手当等をいう。）から他の補助制度により交
付される補助金を控除した額 

２  形 成外 科 及 び 歯 科 口 腔 外 科 に 従 事 す る医
師の給料及び手当 

３  外 国語 通 訳 等 の 患 者 サ ービ ス の 向 上 のた
めの業務に従事する者の給料及び手当 

７５，０００千円 

研究研修費 １ 研究に必要な次に掲げる経費 
（ １ ） フィ ル ム 、 試 薬 、 ス ライ ド 等 の 研 究材

料費 
（２）研究用の図書、雑誌等の購入・購読料 
（３）その他製本費、解剖検査香料費等 
２ 研修に必要な次に掲げる経費 
（ １ ） 外部 研 修 と し て の 学 会、 医 学 会 、 研修

会等への参加に係る経費 
（ ２ ） 内部 研 修 に 伴 う 講 師 料、 講 師 旅 費 、講

師謝礼等 
（３）自己研修に係る出張費 

人 件 費 女 性 専 門 外 来 に 従 事 す る 医 師 の 給 料 及 び
手 当 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 医 師 が 女 性
専 門 外 来 以 外 の 科 目 に も 従 事 す る と き は 、
勤 務 時 間 数 の 按 分 等 に よ り 算 出 し た 女 性 専
門 外 来 の 勤 務 に 係 る 給 料 及 び 手 当 に 限 る も
のとする。 

１０，０００千円 

 


